
 

入 札 説 明 書  

 

 入札については、入札公告によるほか、この入札説明書により取り扱うものとする。 

  

１ 入札に付する事項 

入札公告の１に掲げるとおり 

２ 入札参加制限 

入札公告の２（５）に掲げる入札参加資格により、入札に参加しようとする者の

間に、以下の基準のいずれかに該当する関係がある場合（共同事業体の場合は、入

札に参加しようとする他の共同事業体の構成員との間に、以下の基準のいずれかに

該当する関係がある場合）、当該関係がある者が行った入札は無効とする。 

（１） 資本関係 

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社（会社法（平成17年法律

第86号）第２条第３号に規定する子会社をいう。以下同じ。）又は子会社の一方が

民事再生法（平成11年法律第225号）第２条第４号に規定する再生手続が存続中の会

社（以下「再生手続が存続中の会社」という。）又は会社更生法（平成14年法律第

154号）第２条第７項に規定する更生会社（以下「更生会社」という。）である場合

は除く。 

ア  親会社（会社法第２条第４号に規定する親会社をいう。以下同じ。）と子

会社の関係にある場合 

イ  親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

（２） 人的関係 

以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、①については、会社の一方が再

生手続が存続中の会社又は更生会社である場合は除く。 

ア  一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 

イ  一方の会社の役員が、他方の会社の民事再生法第64条第２項又は会社更生

法第67条第１項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合 

（３） その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 

その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場

合。 

３ 事前確認に関する事項 

入札公告の３（１）の事前確認には、入札参加資格確認資料（以下「確認資料」と

いう。）を提出すること。事前確認の結果、入札参加資格がないと認められた者につ

いては、当該入札者が提出した入札書は無効とし、開札しない。 

４ 仕様書等についての質問 

入札公告の４（４）及び（５）に掲げるとおり 

５ 入札保証金及び契約保証金に関する事項 

入札公告の７（２）に掲げるとおり 

６ 入札等に関する事項 



（１） 入札書等の提出方法 

ア  入札書及び確認資料は、入札公告の５（１）及び３（２）アに掲げる期

限までに、郵送又は持参により入札公告の７（６）に掲げる場所に提出す

ること。この場合、提出は、二重封筒によるものとし、表封筒には「入札

書及び確認資料在中」の旨を朱書し、「業務名」、「開札日」、「商号又

は名称」、「代表者名」を記載すること。入札書及び確認資料は、それぞ

れ別の中封筒に入れ、「入札書」又は「確認資料」を表示し、「業務名」、

「開札日」、「商号又は名称」、「代表者名」を記載し、封かんしたうえ

で表封筒に入れて提出すること。 

イ  また、入札（契約）保証金免除申請書を提出する場合にあっては確認資

料と同じ中封筒に入れること。 

（２） 開札の立会い 

ア  入札参加者で立会いを希望する者は、開札に立ち会うことができるものと

する。その場合は愛媛県土地家屋調査士会の会員証を開札担当者に提示し、

入札参加者であることの確認を受けること。なお、代理人が立ち会う場合

は別紙委任状を提出すること。 

イ  立会いを希望する入札参加者がいない場合は、入札事務に関係しない職員

を立ち会わせるものとする。 

（３） 落札者の決定の方法 

入札公告の６に掲げるとおり 

７ 留意事項 

（１） 契約書 

ア  契約書は書面によるほか、えひめ電子契約システムを活用した契約締

結（以下「電子契約」という。）が可能である。 

イ  落札した場合に電子契約を希望する場合は、入札書の提出期限までに

電子メール（〇〇〇〇〇@pref.ehime.lg.jp）にて「電子契約同意書兼

メールアドレス確認書」を提出すること。 

ウ  競争入札を執行し契約の相手方が決定したときは、決定した日から５

日以内（土日、祝日は含まない。）に契約書を取り交わすものとする。 

エ  契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語及び日

本国通貨に限る。 

オ  契約者が契約の相手方と契約書に記名して押印（電子契約の場合は、

電子署名）しなければ、本契約は確定しないものとする。 

（２） 支払条件 

概算払、前金払、部分払とも行わない。 

（３） その他 

落札決定後、委託契約の締結までの間に、当該落札者が入札公告の２に掲げ

る要件のいずれかを満たさなくなった場合又は談合等不正行為の事実が発覚し

た場合若しくは受注者の役員等が贈賄等で逮捕され、社会的影響が大きいと判

断される場合には、契約を締結しないことがある。 


